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2本日ご議論いただきたい内容

◼ 三次調整力①については、2022年度より需給調整市場で取引が開始される。

◼ 他方で、2022年度においては、一般送配電事業者が調達する調整力は、調整力公募（電源Ⅰ・Ⅱ）が併存し
ていること等も踏まえ、三次調整力①の調達量の考え方について整理したので、今回はその内容についてご議論いた
だきたい。
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5

～2020年度 2021年度 2022・23年度 2024年度～

2022年度に確保する調整力の概要について

◼ 一般送配電事業者が取り扱う調整力については、2020年度までは調整力公募により調達した電源Ⅰ（最大
７％）および電源Ⅱの余力を活用してきた。

◼ 2021年度は、FIT特例①・③のGCまでの予測誤差対応として需給調整市場において三次②の調達を開始しつつ、
GC以降に必要となる調整力は調整力公募により確保している。そして、2024年度以降は、調整力公募を終了し、
全ての調整力を需給調整市場からの調達に移行することとなる。

◼ 2022年度は、調整力の調達を本格的に需給調整市場へ移行する前の暫定期間として、GC以降に必要となる
調整力のうちの一部を三次①として需給調整市場から調達し、残りを調整力公募で調達することとなる。

電源Ⅰ（７％）

電源Ⅱ

4月 3月7月 10月 1月

電源Ⅲ

電源Ⅱ余力

残余需要

電源Ⅰ（７％）

電源Ⅲ

電源Ⅱ

三次②

4月 3月7月 10月 1月

電源Ⅰ（約７％）

電源Ⅲ

電源Ⅱ

三次②

4月 3月7月 10月 1月

三次②

4月 3月7月 10月 1月

三次①
一次～三次①複合

調整力の調達・運用方法の変遷

余力活用



62022年度の電源Ⅰ公募と三次①調達の関係について

◼ 他方で、2022年度の調整力公募においては、ほぼ全てのエリアで電源Ⅰ-a必要量が７％を超えることに加え、
７％未満のエリアについても、三次①の調達不足リスクを考慮し、電源Ⅰ-bを調達することになったため、ほぼ全ての
エリアで2021年度と同様に電源Ⅰとして７％を調達することとされている。

対象年度

調整力機能

2020 2021 2022 2023 2024以降

一
般
送
配
電
事
業
者
が
調
達
す
る
調
整
力

電源脱落対応等
(応動:瞬時)

時間内変動等
(応動:5分以内)

30分内残余需要インバランス
(応動:5分以内)

残余需要インバランス
(応動:15分以内)

FITインバランス
(応動:45分以内)

稀頻度インバランス
(応動:3時間以内)

電源Ⅰ-a

電源Ⅰ-b

電源Ⅱ
(事前予約含む)

一次

二次①

二次②

三次①

三次②

電源Ⅰ´ 発動指令電源

需給調整市場
容量市場

出所）第60回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2021.4.30）資料4をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2021/files/chousei_60_04_r.pdf

※1

※2

※1 電源脱落対応用の調整力は、一次のほか、二次①および三次①でも同様に調達する
※2 時間内変動用の調整力は、二次①と一次で分担し調達する

７％ 約７％

市場調達

三次①の一部を電源Ⅰbとして確保

公募量 公募量

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2021/files/chousei_60_04_r.pdf


7（参考）2022年度の電源Ⅰ-bについて

出所）第61回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2021.5.26）資料5をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2021/files/chousei_61_05.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2021/files/chousei_61_05.pdf


8（参考）2022年度向け調整力公募における電源Ⅰ募集量

出所）第61回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2021.5.26）資料5をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2021/files/chousei_61_05.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2021/files/chousei_61_05.pdf


92022年度における三次①調達量について

◼ そうしたなかで、2022年度において需給調整市場から調達を開始する三次①の調達量については、三次①個別
商品としての必要量を調達する方法（案１）も考えられるが、前述の通り、調整力公募である電源Ⅰとして、
今年度とほぼ同量を調達することを踏まえ、一次～三次①の複合約定時の必要量から電源Ⅰ確保量を控除した
量を調達する方法（案２）を採用することとしてはどうか。

◼ また（案２）を採用することで、2024年度において調整力公募が終了し、需給調整市場に完全移行するにあたっ
て、一般送配電事業者が確保する調整力の調達量において一貫性が図れるのではないか。

（7%程度）

電源Ⅰ

時間

変動量

三次②として前日調達

電源Ⅱで対応

【ΔkWとして調達する対象のイメージ】

電源Ⅰ(Ⅰ-a、Ⅰ-b)として年間調達 一
次

二
次
①

I-b

I-a

二
次
②

需給調整市場

三
次
①

（案２）

出所）第6回需給調整市場検討小委員会（2018.10.9）資料3をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_06_haifu.html

一次～三次①
の複合約定時

の必要量

◼ （案１）三次①個別商品としての必要量

◼ （案２）一次～三次①の複合約定時の必要量－電源Ⅰ確保量

2022年度の
三次①調達量

（案１）

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_06_haifu.html


10（参考）三次①個別商品としての必要量

出所）第14回需給調整市場検討委員会（2019.11.5）資料2をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_14_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_14_haifu.html


11（参考）一次～三次①の複合約定時の必要量

出所）第14回需給調整市場検討委員会（2019.11.5）資料2をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_14_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2019/2019_jukyuchousei_14_haifu.html


12（参考）不等時性を考慮した調達

出所）第22回需給調整市場検討小委員会（2021.3.30）資料2をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/2020_jukyuchousei_22_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/2020_jukyuchousei_22_haifu.html


13（参考）一次～三次①必要量の試算値

出所）第25回需給調整市場検討小委員会（2021.9.17）資料3をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_25_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_25_haifu.html


14（参考）2024年度の商品取引について

出所）第25回需給調整市場検討委員会（2021.9.17）資料3をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_25_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_25_haifu.html


152022年度の三次①調達量の試算について

◼ 2022年度の三次①調達量について、2020年度のGC以降の誤差実績を基に試算を行ったところ、案２において、
年間平均では１～３％程度となる一方で、ブロック別では、昼間帯において５～８%程度となるエリアが存在する
結果となった。

◼ これは、電源Ⅰ（最大７%）に加えて調達するものであるため、三次①調達タイミング等を踏まえ、小売電気事業
者の供給力確保への影響などについて更なる検討を行うこととした。

1B
(0～3時)

2Ｂ
(3～6時)

3B
(6～9時)

4B
(9～12時)

5B
(12～15時)

6B
(15～18時)

7B
(18～21時)

8Ｂ
(21～24時)

北海道 0.2 0.1 4.3 6.1 5.9 0.8 0.1 0.4

東北 0.2 0.1 1.7 3.8 2.8 2.3 0.8 0.5

東京 0.0 0.0 0.6 2.0 1.3 0.0 0.0 0.0

中部 0.0 0.0 0.8 1.3 2.2 0.2 0.0 0.0

北陸 0.0 0.0 1.2 1.8 0.1 0.4 0.0 0.0

関西 0.0 0.0 1.3 2.3 1.3 0.1 0.0 0.0

中国 0.0 0.0 2.4 4.5 3.0 2.8 0.5 0.0

四国 0.0 0.0 0.8 8.1 8.1 5.2 0.0 0.0

九州 0.7 0.0 4.6 7.4 5.5 3.3 0.0 0.3

【三次①調達量の試算値（年間平均）※1】

各エリアH3需要※2比率[%]

※１ 2020年度の変動・誤差実績より算定（冬季需給ひっ迫発生日等のデータを除く）
※２ 2021年度供給計画第2年度

案１ 案２

北海道 7.5 2.2 (▲5.3)

東北 6.6 1.5 (▲5.1)

東京 5.2 0.5 (▲4.7)

中部 5.0 0.6 (▲4.5)

北陸 5.4 0.4 (▲5.0)

関西 5.1 0.6 (▲4.5)

中国 6.0 1.7 (▲4.3)

四国 5.9 2.8 (▲3.1)

九州 7.0 2.7 (▲4.3)

案２
時間別値

（ ）内は案1との差分
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17三次①調達量が多い場合の課題

◼ 2022年度から需給調整市場において調達を開始する三次①は、実需給の前週に取引を行うことになる。

◼ スポット市場の取引前に一次～三次①の取引を行うことは、高速な調整力が周波数調整等において重要な商品で
あることを踏まえ、確実に調達することを目的に設定されたものである。

◼ 他方で、これら調整力の調達量が多い場合、その後に行われるスポット市場において十分な売り入札が行われず、
小売電気事業者、なかでも供給力を主にkWh市場から調達している事業者において、計画値同時同量の達成が
困難となり、その結果として、不足インバランスが生じることで、一般送配電事業者が確保すべき調整力が増加する
可能性も考えられる。

年初 前週 前日 当日

一般送配電事業者
(ΔkW調達)

(調整力公募)

電源Ⅰ調達 (需給調整市場)

三次①調達

ー
(需給調整市場)

三次②調達
ー

小売電気事業者
(kWh調達) ー ー

(スポット市場)

kWh調達 ー
(時間前市場)

kWh調達

【2022年度のΔkWとkWhの調達の流れ】

2022年度開始

設備（kW）
電源Ⅰ

三次①

電源Ⅰ

三次①

電源Ⅰ

kWh

三次①調達大の場合、
kWh調達が困難となる可能性

今後、時間前市場が活性化する場合、
三次②も同様の課題が生じる



18将来的な三次①調達量と2022年度の取り扱いについて

◼ 三次①は、主にGC以降に発生する予測誤差（需要・再エネ）に対応する調整力であるが、将来的には、需要や
気象の予測精度の向上が図られ、調整力必要量が減少し、小売電気事業者のkWh調達への影響は生じ難くなる
ことも考えられる。

➢需要予測 2022年度に新たなインバランス料金制度が適用され、ＢＧにおいて需要予測精度の向上
（需要予測誤差低減）のインセンティブが高まる可能性があること

➢再エネ予測 一般送配電事業者による気象予測精度向上に取り組んでいること

◼ 他方で、2022年度においては、まだこれらの効果が顕在化する前であること、また、調整力公募において今年度と同
程度の電源Ⅰの確保および電源Ⅱの活用が行えることで、安定供給面では今年度と同等の信頼度を確保できるで
あろうことを踏まえ、三次①調達量に対して小売事業者の供給力確保を考慮した補正を施すこととしてはどうか。

現在 将来

減少する可能性

電源Ⅰ

一
次

二
次
①

二
次
②

三
次
①

複合約定時の必要量

再エネ
誤差

需要
誤差

三
次
①

再エネ
誤差

需要
誤差

一
次

二
次
①

二
次
②

三次①調達量

事故時対応分を
除くイメージ図



19（参考）2022年度以降のインバランス料金制度について

出所）第55回制度設計専門会合（2021.2.5）資料４
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/055_04_01.pdf

◼ 2022年度以降のインバランス料金制度は、調整力の限界的なkWh価格を反映することから、ＢＧの需要想定に
ついて精度が高まる可能性がある。

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/055_04_01.pdf


20（参考）一般送配電事業者による再エネ予測精度の向上について

出所）第56回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2020.12.18）資料３
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2020/files/chousei_56_03r.pdf

◼ 一般送配電事業者は、再エネの予測地点を増やすなどして、予測精度向上を行っている。

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2020/files/chousei_56_03r.pdf


212022年度の三次①調達量の考え方について

◼ 具体的には、2022年度の供給可能設備量（kW）からエリア想定需要を差し引いたものを、電源Ⅰ＋三次①調
達量の上限とし、調達量の減少補正は三次①調達量で実施することとしてはどうか。

◼ なお、エリア想定需要は過去の残余需要カーブ実績を基に、2022年度の想定H3需要を用いて補正することとする。

※1 太陽光と風力供給力は時間により変動することから、過去の残余需要実績を想定される2022年度のH3需要で補正した上で、
再エネ除き供給力との比較を行う。また、揚水ポンプも他の供給力を使用して行うことから、需要に含めて比較を行う。

※2 前日スポット取引時には、需要の１％の供給力が小売の予備力として確保される場合があるため、kWh調達に影響を与えない
範囲から控除する。

kWh調達に影響を与えない範囲※2

設備量（kW）

月別・ブロック別

（再エネ除き供給力※1）

【補正】
三次①調達量を減少

電源Ⅰ

三次①

エリア想定需要
（残余需要※1 ）

（月別・ブロック別に補正）



222022年度の三次①調達量（補正後）について

◼ 前述の補正を反映した2022年度の三次①調達量の試算結果は、以下の通り。

◼ 中国、四国エリアにおいて減少量が大きくなっている。これは、供給力が少ない一方で、需要や再エネ等の予測誤差
が大きいことが要因と考えられ、特に、予備率が少ない重負荷期（夏・冬）においてその傾向が顕著となっている。

◼ 2022年度における実際の三次①調達量は、これらの考え方に基づき、最新の供給計画等を踏まえて一般送配電
事業者にて算定を行うこととし、また、2023年度の三次①調達量の取り扱いについては、2022年度の約定実績や
予測誤差の発生状況等を踏まえて改めて検討することとしたい。

【三次①調達量の試算値（年間平均）】 ［％］

補正前 補正後

北海道 2.2 2.2 (±0.0)

東北 1.5 1.5 (▲0.1)

東京 0.5 0.3 (▲0.2)

中部 0.6 0.5 (▲0.1)

北陸 0.4 0.3 (▲0.1)

関西 0.6 0.6 (▲0.1)

中国 1.7 1.0 (▲0.7)

四国 2.8 1.5 (▲1.2)

九州 2.7 2.4 (▲0.3)
0.0%

0.4%

0.8%

1.2%

1.6%

2.0%

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

補正前

補正後

【月別値（９エリア平均）】

（2021年度供給計画の第２年度の供給力を用いた試算値）

（ ）内は補正前との差分



23（参考）各エリアの試算結果 （月別，4・5Ｂ平均値）
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補正前
補正後

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

関西
補正前
補正後

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

四国
補正前
補正後

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

九州
補正前
補正後

（補正による変化なし）

（補正による変化なし）
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出所）第59調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2021.3.23）資料３
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2020/files/chousei_59_03.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2020/files/chousei_59_03.pdf
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26まとめ

◼ 2022年度より需給調整市場で取引を開始する三次調整力①の調達量については、以下の通りとしてはどうか。

＜調達量の算定について＞

• 2024年度における需給調整市場での調達方法および2023年度までの電源Ⅰ調達を踏まえ、三次①調達量
は、一次～三次①の複合約定時の必要量から電源Ⅰ確保量を控除することで算定する。

＜調達量の補正について＞

• 2022年度においては、予測誤差の低減効果が顕在化する前であること、また、調整力公募において今年度と
同程度の電源Ⅰの確保および電源Ⅱの活用が行えることで、安定供給面では今年度と同等の信頼度を確保
できるであろうことを踏まえ、小売事業者の供給力確保を考慮した補正を施す。

• 具体的には、2022年度の供給可能設備量（kW）からエリア想定需要を差し引いたものを、電源Ⅰ＋三次
①調達量の上限とし、調達量の減少補正は三次①調達量で実施する。なお、エリア想定需要は過去の残余
需要カーブ実績を基に、2022年度のH3需要を用いて補正することとする。

◼ 2023年度の三次①調達量の取り扱いについては、2022年度の約定実績や予測誤差の発生状況等を踏まえて
改めて検討することとしたい。


